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○
経
済
産
業
省
令
第
八
十
三
号

中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

九
十
二
号
）
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
五
条
及
び
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
経
済
産
業
省
関

係
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

経
済
産
業
省
関
係
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
公
告
の
方
法
）

第
一
条

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
二

項
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第

五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
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二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
次
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
の

公
報
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条

法
第
三
十
六
条
第
七
項
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
等
の
公
報
そ
の
他
の
都
道
府
県
等
が
適
切
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
に
つ
い
て
の
意
見
提
出
の
た
め
の
参
考
事
項
）

第
三
条

法
第
三
十
六
条
第
八
項
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
よ
う
と
す
る
区
域
（
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
変
更
前
及
び
変
更
後
の
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
、
第
一
種

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
廃
止
前
の
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立

地
法
特
例
区
域
）
に
お
け
る
都
市
機
能
及
び
経
済
活
動
等
の
現
況

二

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
つ
い
て
期
待
さ
れ
る
効
果

（
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由
及
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び
当
該
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
つ
い
て
期
待
さ
れ
る
効
果
、
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特

例
区
域
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由
）

三

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
（
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
）
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
当
該
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区

域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
に
関
す
る
事
項

四

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
公
告
の
予
定
年
月
日
（
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
公
告
の
予
定
年
月

日
）

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
に
つ
い
て
の
意
見
提
出
の
た
め
の
参
考
事
項
）

第
四
条

法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
八
項
（
法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
よ
う
と
す
る
区
域
（
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
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変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
変
更
前
及
び
変
更
後
の
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
、
第
二
種

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
廃
止
前
の
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立

地
法
特
例
区
域
）
に
お
け
る
都
市
機
能
及
び
経
済
活
動
等
の
現
況

二

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
よ
う
と
す
る
区
域
（
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を

変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
第
二
種
大
規
模
小
売
店

舗
立
地
法
特
例
区
域
）
を
含
む
市
町
村
の
中
心
市
街
地
の
区
域

三

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
つ
い
て
期
待
さ
れ
る
効
果

（
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由
及

び
当
該
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
つ
い
て
期
待
さ
れ
る
効
果
、
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特

例
区
域
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由
）

四

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
（
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
）
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
当
該
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区

域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
に
関
す
る
事
項
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五

法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
公
告
の
予
定
年
月
日
（
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗

立
地
法
特
例
区
域
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
公
告
の
予
定
年
月
日
）

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
で
な
く
な
っ
た
区
域
に
お
い
て
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
届
出
）

第
五
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
変
更
を
行
う
場
合
に
お
け
る
大
規
模
小
売
店

舗
立
地
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
店
舗
に

附
属
す
る
施
設
の
位
置
の
変
更
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
時
的
な
変
更
、
店
舗
に
附
属
す
る
施
設
の
位
置
の
変
更
又
は
大
規
模
小

売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
減
少
さ
せ
る
変
更
」
と
す
る
。

（
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
に
お
け
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
等
の
届
出
に
係
る
添
付
書
類
）

第
六
条

法
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
施
行
規
則
第
四
条
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第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
七
条

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
条
第
七
項
、
第
八
項
又
は
第
九
項
（
第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）

に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
民
間
中
心
市
街
地

活
性
化
事
業
者
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
を
、
当
該
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
に
係
る
中
心
市
街
地
を
そ

の
区
域
に
含
む
市
町
村
を
経
由
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

二

特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
工
程
表
及
び
そ
の
内
容
を
説
明
し
た
書
類

三

最
近
二
期
間
の
事
業
年
度
に
お
け
る
営
業
報
告
書
又
は
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類

が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
近
一
年
間
の
事
業
内
容
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
）

四

中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
協
議
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

３

特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
者
が
、
法
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
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す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
に
よ
り
設
置
す
る
施
設
又
は
設
備
の
配
置
、
構
造
及
び
規
模
を
示
す
図
面
そ
の
他
の
中

心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条

に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

現
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
土
地
又
は
店
舗
用
の
建
物
の
相
当
数
の
所
有
者
等
と
締
結
し
た
協
定
書
そ
の
他
の
第

十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
の
取
組
を
行
う
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

道
路
に
施
設
又
は
設
備
を
設
置
す
る
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
で
あ
っ
て
、
そ
の
設
置
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第

二
十
四
条
の
承
認
若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
一
項
の
許
可
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
七
十
七
条

第
一
項
の
許
可
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
同
意
を
要
す
る
と
き
は
、
当
該
許

可
若
し
く
は
承
認
又
は
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
又
は
得
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
活
性
化
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
八
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
条
第
七
項
、
第
八
項
又
は
第
九
項
（
第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。



- 8 -

）
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
特
定
民

間
中
心
市
街
活
性
化
事
業
者
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
を
、
当
該
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
に
係
る
中
心

市
街
地
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
を
経
由
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
二
項
各
号
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
活
性
化

事
業
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
組
合
員
の
数
等
）

第
九
条

施
行
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
二
十
人
（
法
第
七
条
第
七
項
第
一
号
に
定
め
る
事

業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
が
会
議
場
施
設
、
広
場
又
は
駐
車
場
で
あ
る
と
き
は
、
五
人
）
と
す
る
。

２

施
行
令
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
店
舗
を
活
用
す
る
場

合
で
あ
っ
て
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
、
同
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
一
人
又
は
五
人
と
す

る
。

３

施
行
令
第
十
条
第
二
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
二
十
人
（
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
五
人
又
は
十
人
）
と
す
る
。
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４

施
行
令
第
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項
第
一
号
又
は
第
五
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
五
人
と
す
る
。

５

施
行
令
第
十
条
第
三
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

６

施
行
令
第
十
条
第
六
項
第
一
号
ハ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
一
と
す
る
。

（
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
の
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
取
組
）

第
十
条

法
第
四
十
条
第
四
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
者
が

、
現
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
土
地
又
は
店
舗
用
の
建
物
の
相
当
数
の
所
有
者
等
の
協
力
を
得
て
行
う
中
小
小
売
商
業

高
度
化
事
業
の
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
取
組
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

協
定
を
締
結
し
て
、
清
掃
、
防
犯
そ
の
他
の
商
店
街
区
域
に
お
け
る
消
費
生
活
環
境
の
向
上
を
図
る
た
め
の
活
動
を
共
同

で
行
う
こ
と

二

協
議
会
そ
の
他
の
組
織
を
設
置
し
て
、
現
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
土
地
又
は
店
舗
の
活
用
を
図
る
こ
と
に
つ
い

て
協
議
を
行
う
こ
と

三

現
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
土
地
又
は
店
舗
の
活
用
を
図
る
た
め
の
調
査
、
調
整
及
び
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
と
同
等
以
上
に
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
の
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
取
組
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
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も
の
を
行
う
こ
と

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
八
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
四
項
の
中

小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
計
画
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条

中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
四
項

の
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
計
画
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
は
廃
止
す
る
。

（
経
済
産
業
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

経
済
産
業
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
二
条
を
削
る
。
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第
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
法
」
を
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
」
に
改
め

、
同
条
の
条
番
号
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務
（
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
。
）
に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計

に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務
（
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
。
）
に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及
び

会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
七
号
中
「
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二

号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
中
心
市
街
地
整
備
改
善
活
性
化
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
中
小
小
売
商

業
高
度
化
事
業
計
画
」
を
「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業

に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
七
条
第
一
号
ハ
中
「
中
心
市
街
地
整
備
改
善
活
性
化
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
中
小
小
売
商
業
高
度

化
事
業
計
画
」
を
「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
に
係
る

同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
」
に
改
め
る
。



様式第一（第五条関係） ※受理年月日 年 月 日

※受理番号

※備考

第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において

大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書

年 月 日

都道府県知事殿

氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名

住所

中心市街地の活性化に関する法律第３７条第２項の規定により、下記のとおり届け出ま

す。

記

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

２ 変更しようとする事項

（変更前）

（変更後）

３ 変更する年月日

４ 以下に掲げるもののうち、上記２の変更に係るもの以外の事項

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては代表者の氏名

(2) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

(3) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の位置及び収容台数

② 駐輪場の位置及び収容台数

③ 荷さばき施設の位置及び面積

④ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

(4) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

② 来客が駐車場を利用することができる時間帯

③ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

④ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ ※印の項は記載しないこと。



様式第二（第七条関係）

特定民間中心市街活性化事業計画に係る認定申請書

年 月 日

経済産業大臣 殿

住 所

名称及び代表者の氏名 印

中心市街地の活性化に関する法律第四十条第一項の規定に基づき、特定民間中心市街地

活性化事業計画について認定を申請します。

１．特定民間中心市街活性化事業の種類

２．特定民間中心市街活性化事業者の概要

３．特定民間中心市街活性化事業の目標

４．特定民間中心市街活性化事業の内容

５．特定民間中心市街活性化事業の実施時期

６．特定民間中心市街活性化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

注１ 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。



様式第三（第八条関係）

認定特定民間中心市街活性化事業計画の変更の認定申請書

年 月 日

経済産業大臣 殿

住 所

名称及び代表者の氏名 印

年 月 日付けで認定を受けた特定民間中心市街活性化事業計画について、下記

のとおり変更したいので、中心市街地の活性化に関する法律第第四十一条第一項の規定に

基づき、認定を申請します。

記

１．変更事項

２．変更事項の内容

３．変更の理由

注１ 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。

２ 変更事項の内容については、変更前を変更後を対比して記載して下さい。


